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　音更町は、認知症の正しい理解や早期発見・早期対応、地域での見守り、権利擁護、認知症の人やそ

の家族への支援体制などの充実のための基礎資料とするため、３年に１回「認知症に関する実態調査」

を実施しています。

１ 概要
①認知症に関するアンケート�

◦実施時期：令和５年８月～１０月�

◦�対　　象：一般町民〔集団健（検）診受診者および乳幼児健診保護者〕、

��介護家族、ケアマネジャー、民生委員�

②認知症の人本人への聞き取り調査�

③国保データベースや要介護認定者の分析

◆�実態調査の結果は、�町

ホームページに掲載し

ています。�詳細はこち

らをご覧ください。

２ 結果

①アンケート結果 

【認知症に対するイメージ】 

　認知症のイメージを聞いたところ、�一般町民では

�「介護サービスを利用しながら地域で生活できる」が

最も多く、次いで「施設入所が必要」となりました。

　地域で暮らす認知症の人を支援するケアマネジャ

ーは�「認知症があっても地域で暮らせる」��の回答が

約８割と突出して高い結果となりました。

 
【 認知症の人や家族が自分らしく暮らせる地域とは？ 

 ～自由記載に寄せられたキーワードの変化～】 

　全ての対象に「認知症の人や家族が自分らしく暮

らせる地域とは？」という質問をしたところ、自由

記載に寄せられた回答に令和2年と令和５年で変化

が見られました。認知症の人を「支えられる側」と

捉える見方から、認知症になっても前向きに暮らす

ことや本人視点の重要性が認識されてきていること

が分かります。

②認知症の人本人の声 

　ヒアリング結果から、本人は決して何も分からな

いわけではなく、自身の変化に対してさまざまな思

いを抱いていること、同時に家族への負担や認知症

の進行への不安を抱えていることが分かりました。

また、家族の存在や好きなこと、人との交流が生き

がいになっています。本人にとっての支えや励みは、

認知症があってもなくても同じだといえます。

３ 音更町の目指す姿
　認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる地域共生社会の実

現を目指していきます。そのために、早期受診や相談に繋がることで、希望を持って前向きに暮らし

ている人がいることを発信していきます。本人の声を起点にし、各種取り組みに反映させていくとと

もに、専門職の対応力向上や家族介護者への支援、地域の見守り体制の強化、社会参加支援などを実

施していきます。

②身の回りのことができなくなり、介護施設に
　入る必要がある

【認知症のイメージ】

①医療・介護サービスを利用しながら地域で生活
　できる

一般町民

ケアマネ

一般町民

ケアマネ ６．３％

３4．2％

７８．１％

３９．５％
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住
宅
に
つ
い
て
の

住
宅
に
つ
い
て
の

補
助
制
度
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い

補
助
制
度
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い

　
町
は
、
住
宅
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
補
助
制
度
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
住
宅
の
耐
震
診
断
や
改
修
費
用
の
補

助
を
は
じ
め
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
住
宅
の
状
況
に
応
じ
た
各
種
補
助
制
度
を
紹
介
し
ま
す
。

耐
震
診
断
費
・
耐
震
改
修

耐
震
診
断
費
・
耐
震
改
修

　
　
工
事
費
の
一
部
補
助

　
　
工
事
費
の
一
部
補
助

　
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
費
と
耐

震
改
修
工
事
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

▽
対
象
住
宅

◦�

木
造
住
宅
で
昭
和
５６
年
５
月
３１

日
ま
で
に
着
工
し
た
地
上
２
階

建
て
ま
で
の
も
の
（
地
階
が
あ

る
場
合
は
対
象
外
）

◦�

所
有
者
が
自
ら
居
住
し
て
い
る

も
の

▽
補
助
金
額

◦
耐
震
診
断
…
上
限
３
万
円

◦
耐
震
改
修

・ 

対
象
工
事
費
が
2０
万
円
未
満
の

場
合
…
そ
の
費
用
の
額

・ 

対
象
工
事
費
が
2０
万
円
以
上

２
０
０
万
円
以
下
の
場
合
…

2０
万
円

・ 

対
象
工
事
費
が
２
０
０
万
円
を

超
え
る
場
合
…
工
事
費
の
１０
％

（
限
度
額
３０
万
円
）

※
千
円
未
満
切
り
捨
て

▽ 

申
込
期
限　

令
和
７
年
１
月
３１

日
㈮

▽ 

そ
の
他　

町
は
、
木
造
住
宅
を

対
象
に
建
築
図
面
と
聞
き
取
り

に
よ
る
簡
易
耐
震
診
断
を
無
料

で
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

町
が
行
う
無
料
簡
易
耐
震
診
断

の
結
果
は
、
こ
の
補
助
の
対
象

要
件
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

※ 

耐
震
改
修
を
行
う
こ
と
で
、
所

得
税
の
特
別
控
除
や
固
定
資
産

税
の
減
額
措
置
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

 

所
得
税
に
つ
い
て
は
帯
広
税
務

署
（
☎
24

－

２
１
６
１
）
、
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
役
場
税

務
課
資
産
税
係
（

内
線
５
７
５
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申 

込
・
問
合
先　

役
場
建
築
住
宅

課
建
築
係
（
内
線
３
２
２
）

や
さ
し
い
住
宅

や
さ
し
い
住
宅

　
工
事
費
の
一
部
補
助

　
工
事
費
の
一
部
補
助

　

障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
な

ど
が
住
む
住
宅
の
新
築
、
建
て
替

え
ま
た
は
改
修
工
事
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

◆
新
築
ま
た
は
建
て
替
え
工
事

▽ 

対
象
住
宅　

次
の
人
が
住
ん
で

い
る
か
、
新
築
ま
た
は
建
て
替

え
工
事
後
に
住
む
こ
と
が
確
実

な
住
宅

 

◦�
１
級
か
２
級
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
持
つ
人

◦ 

要
介
護
か
要
支
援
の
認
定
を
受

け
て
い
る
人

◦ 

そ
の
他
身
体
の
機
能
低
下
が
あ

る
人

▽ 

対
象
工
事　

入
居
者
の
身
体
状

況
に
応
じ
た
配
慮
が
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

▽
補
助
金
額
　
2０
万
円

◆
改
修
工
事

▽ 

対
象
住
宅　

次
の
人
が
住
ん
で

い
る
か
、
改
修
工
事
後
に
住
む

こ
と
が
確
実
な
住
宅

◦
６５
歳
以
上
の
人

◦ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・ 

１
級
か
２
級
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
持
つ
人

・ 

要
介
護
か
要
支
援
の
認
定
を
受

け
て
い
る
人

・ 

そ
の
他
身
体
の
機
能
低
下
が
あ

る
人

▽ 

対
象
工
事　

手
す
り
の
取
り
付

け
、
床
の
段
差
解
消
、
滑
り
防

止
の
た
め
の
床
材
の
変
更
、
ド

ア
の
引
き
戸
へ
の
変
更
、
ホ
ー

ム
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
階
段
昇
降

機
の
設
置
、
廊
下
や
ト
イ
レ
の

拡
張
、
和
式
便
器
か
ら
洋
式
便

器
へ
の
取
り
替
え
、
オ
ス
ト
メ

イ
ト
対
応
の
ト
イ
レ
改
修
、
浴

室
の
改
修
な
ど
で
、
３
万
円
以

上
の
工
事
（
壁
紙
の
張
り
替
え

や
塗
装
な
ど
の
修
繕
工
事
は
対

象
外)

※ 

介
護
保
険
法
や
障
害
者
総
合
支

援
法
な
ど
で
、
住
宅
改
修
費
の

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

工
事
は
補
助
対
象
外
で
す
。

▽ 

補
助
金
額　

対
象
工
事
費
の
３

分
の
１
（
上
限
2０
万
円
）

※
千
円
未
満
切
り
捨
て

▽ 
そ
の
他　

工
事
着
工
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
工
事
完

成
期
限
は
令
和
７
年
３
月
３１
日

㈪
で
す
。

申 

込
・
問
合
先　

役
場
建
築
住
宅

課
住
宅
係
（
内
線
３
２
４
）

老
朽
危
険
空
き
家
の

老
朽
危
険
空
き
家
の

解
体
費
に
対
す
る
補
助

解
体
費
に
対
す
る
補
助

　

老
朽
危
険
空
き
家
の
解
体
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▽
対
象
住
宅

◦�

最
近
１
年
間
以
上
使
用
し
て
い

な
い
空
き
家
で
、
従
前
の
用
途

が
住
宅
で
あ
る
も
の

◦�

市
街
化
区
域
な
ど
の
住
宅
地
に

あ
る
も
の

◦�

特
定
空
家
な
ど
と
認
定
さ
れ
た

も
の
ま
た
は
住
宅
地
区
改
良
法

に
基
づ
く
不
良
住
宅

◦�

申
請
者
が
居
住
し
て
い
る
市
町

村
の
市
町
村
税
と
音
更
町
の
固

定
資
産
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と

◦�

１
親
等
以
内
の
親
族
が
建
て
替

え
や
土
地
の
賃
貸
を
目
的
で
行

う
解
体
工
事
で
な
い
こ
と

◦�

解
体
工
事
業
者
に
請
け
負
わ
せ

る
も
の

◦�

公
共
工
事
に
伴
う
物
件
移
転
補

償
な
ど
を
受
け
て
行
う
も
の
で

な
い
も
の

▽
補
助
金
額

◦�

解
体
工
事
費
の
５
分
の
４
（
上

限
５０
万
円
）
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※
千
円
未
満
切
り
捨
て

▽
そ
の
他

◦�

工
事
着
工
前
に
事
前
調
査
と
申

請
が
必
要
で
す
。
工
事
完
成
期

限
は
令
和
７
年
３
月
１５
日
㈯
で

す
。

◦�

故
意
に
破
損
さ
せ
た
場
合
は
補

助
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

申 

込
・
問
合
先　

役
場
建
築
住
宅

課
住
宅
係
（
内
線
３
２
４
）

空
き
家
購
入
費
に

空
き
家
購
入
費
に

　
　
　
　
対
す
る
補
助

　
　
　
　
対
す
る
補
助

　

居
住
を
目
的
と
し
て
空
き
家
を

購
入
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

▽
対
象
物
件

◦�

最
近
６
カ
月
以
上
使
用
し
て
い

な
い
空
き
家
と
そ
の
敷
地

◦�

空
き
家
を
購
入
し
、
１
年
以
内

に
そ
の
空
き
家
ま
た
は
建
て
替

え
後
の
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と

▽
補
助
金
額

◦�

購
入
費
の
３
分
の
１
（
上
限
５０　

万
円
）

※
千
円
未
満
切
り
捨
て

　

 

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
場
合

は
そ
れ
ぞ
れ
１０
万
円
加
算
し
、

上
限
は
７０
万
円
と
な
り
ま
す
。

◦
町
外
か
ら
の
転
入
世
帯
の
場
合

◦ 

１８
歳
以
下
の
子
を
扶
養
す
る
親

子
の
み
の
世
帯
ま
た
は
配
偶
者

を
得
て
か
ら
５
年
以
内
で
、
夫

婦
共
に
５０
歳
未
満
の
世
帯
の
場

合
▽
そ
の
他

◦�

空
き
家
を
購
入
す
る
契
約
を
結

ん
だ
日
か
ら
１
年
以
内
に
申
請

が
必
要
で
す
。

◦�

購
入
し
た
空
き
家
を
除
却
し
、

建
て
替
え
る
場
合
も
対
象
に
な

り
ま
す
。

◦��

購
入
や
建
て
替
え
費
用
に
住
宅

金
融
支
援
機
構
の
融
資
（
フ
ラ

ッ
ト
３５
）
を
受
け
る
場
合
、
一

定
要
件
に
該
当
す
れ
ば
、
金
利

優
遇
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

申 

込
・
問
合
先　

役
場
建
築
住
宅

課
住
宅
係
（
内
線
３
２
４
）

高
齢
者
な
ど
の
住
み

高
齢
者
な
ど
の
住
み

替
え
に
対
す
る
補
助

替
え
に
対
す
る
補
助

　

持
ち
家
か
ら
住
み
替
え
を
希
望

す
る
高
齢
者
な
ど
の
世
帯
に
対
し
、

高
齢
者
向
け
住
宅
な
ど
の
情
報
を

提
供
す
る
と
と
も
に
、
住
み
替
え

を
し
て
、
従
前
の
持
ち
家
を
町
の

空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し
た
場
合

に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

※ 

空
き
家
バ
ン
ク
と
は
、
町
内
の

空
き
家
の
情
報
を
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
公
開
し
、
空
き
家
を
有

効
活
用
し
て
地
域
の
活
性
化
な

ど
を
図
る
も
の
で
す
。

　

登
録
の
相
談
も
町
が
行
い
ま
す
。

▽ 

補
助
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯
が
住
み
替
え
を

し
、
持
ち
家
を
空
き
家
バ
ン
ク

に
登
録
し
た
場
合

◦�

高
齢
者
な
ど
（
６５
歳
以
上
の
人

ま
た
は
要
介
護
か
要
支
援
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
）
の
単
身

世
帯

◦�

い
ず
れ
か
ま
た
は
両
方
が
高
齢

者
な
ど
の
夫
婦
世
帯

※ 

住
み
替
え
先
の
居
住
形
態
は
問

い
ま
せ
ん
。

▽
補
助
金
額

◦�

住
み
替
え
先
が
町
内
の
場
合
…

2０
万
円

◦�

住
み
替
え
先
が
町
外
の
場
合
…

１０
万
円

▽ 

そ
の
他　

持
ち
家
か
ら
住
み
替

え
た
後
１
年
以
内
に
申
請
が
必

要
で
す
。

申 

込
・
問
合
先　

役
場
建
築
住
宅

課
住
宅
係
（
内
線
３
２
４
）

子
育
て
世
帯
向
け

子
育
て
世
帯
向
け

民
間
賃
貸
住
宅
の

民
間
賃
貸
住
宅
の

家
賃
に
対
す
る
補
助

家
賃
に
対
す
る
補
助

　

公
営
住
宅
の
入
居
基
準
を
満
た

す
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
子
育
て
に

適
し
た
民
間
賃
貸
住
宅
を
あ
っ
せ
ん

し
、
仲
介
手
数
料
と
一
定
期
間
（
最

年
少
の
子
が
１８
歳
に
な
っ
て
か
ら
最

初
の
３
月
ま
で
最
長
６０
カ
月
）
の
家

賃
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▽
補
助
金
額

　

補
助
対
象
と
な
る
物
件
と
し
て
、

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
住
宅
を

募
集
し
て
い
ま
す
（
町
で
希
望
者

に
案
内
す
る
た
め
、
費
用
は
か
か

り
ま
せ
ん
）
。

▽
家
賃
補
助
住
宅
登
録
条
件

① 

家
賃
が
６
万
円
（
１
戸
建
て
住

宅
の
場
合
は
７
万
円
）
以
下

② 

礼
金
、
保
証
金
、
更
新
料
な
ど

敷
金
以
外
の
権
利
金
が
な
い

③
敷
金
が
家
賃
の
２
カ
月
分
以
下

④ 

床
面
積
が
５０
平
方
㍍
以
上
で
２

つ
以
上
の
寝
室
が
あ
る

⑤ 

台
所
、
浴
室
、
収
納
ス
ペ
ー
ス
、

水
洗
ト
イ
レ
、
給
湯
設
備
が
あ

る
⑥ 

専
用
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る

※ 

家
賃
補
助
住
宅
に
登
録
す
る
と
、

町
で
入
居
予
定
者
を
選
定
し
、

登
録
者
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

入
居
予
定
者
は
、
所
定
の
審
査

を
受
け
て
登
録
者
と
賃
貸
契
約

を
結
び
入
居
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

申 
込
・
問
合
先　

役
場
建
築
住
宅

課
住
宅
係
（
内
線
３
２
４
）

◦�

仲
介
手
数
料
の
４
分
の
３
（
上

限
５
万
円
）

◦�

家
賃
の
３
分
の
１
（
上
限
１
万

　

５
千
円
）

住
宅
確
保
要
配
慮
者
専
用

住
宅
確
保
要
配
慮
者
専
用

賃
貸
住
宅
の
減
額
分
家
賃

賃
貸
住
宅
の
減
額
分
家
賃

　
　
　
　
に
対
す
る
補
助

　
　
　
　
に
対
す
る
補
助

　

障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
な

ど
、
住
宅
確
保
に
配
慮
が
必
要
な

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
入
居
を
限

定
し
た
「
住
宅
確
保
要
配
慮
者
専

用
賃
貸
住
宅
」
と
し
て
北
海
道
に

登
録
さ
れ
た
住
宅
で
、
低
所
得
の

障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
な
ど

が
入
居
す
る
際
に
家
賃
や
債
務
保

証
料
を
減
額
す
る
賃
貸
人
な
ど
に

対
し
、
減
額
分
を
補
助
し
ま
す
。

▽
補
助
金
額

◦�

家
賃
減
額
分
…
家
賃
の
２
分
の

１
（
上
限
２
万
円
）
、
管
理
開

始
か
ら
１０
年
間

◦�

債
務
保
証
料
減
額
分
…
上
限

６
万
円

問 

合
先　

役
場
建
築
住
宅
課
住
宅

係
（
内
線
３
２
４
）

子
育
て
世
帯
に
賃
貸
す
る
空
き
家

・
空
き
室
を
募
集
し
て
い
ま
す

住
宅
確
保
要
配
慮
者
専
用

賃
貸
住
宅
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

こ
の
補
助
を
受
け
る
に
は
、
物

件
が
あ
ら
か
じ
め
住
宅
確
保
要
配

慮
者
専
用
賃
貸
住
宅
と
し
て
北
海

道
に
登
録
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
登
録
と
申
請
に
つ
い
て

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

北
海
道
建
設
部
住
宅
局

建
築
指
導
課
普
及
推
進
係
☎

０
１
１

－

２
０
４

－

５
５
７
７
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合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
し
尿
と
生
活
雑
排
水
（
台
所
・
洗
濯
・
風
呂
な
ど
に
使
用
し
た
水
）
を
ま
と
め

て
処
理
し
、
安
全
な
水
に
し
て
放
流
す
る
も
の
で
す
。
町
は
、
農
村
地
域
な
ど
の
生
活
環
境
を
改
善
す
る

た
め
に
「
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

「
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業
」

の
令
和
７
年
度
施
工
分
の
申
し
込

み
を
、
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま

す
。

　

農
村
地
域
な
ど
に
住
ん
で
い
て
、

住
宅
の
新
築
や
リ
フ
ォ
ー
ム
を
予

定
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
ト
イ
レ

の
水
洗
化
、
風
呂
や
台
所
の
排
水

処
理
を
考
え
て
い
る
人
は
お
早
め

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

♦
対
象
地
区

　
公
共
下
水
道
計
画
区
域
を
除
く

町
内
全
区
域
（
一
部
の
地
域
を
除

く
）

♦
設
置
予
定
数

　
１2
基
（
令
和
７
年
度
施
工
分
）

♦
申
込
方
法

　
定
め
ら
れ
た
申
込
用
紙
に
記
入

し
、
役
場
上
下
水
道
課
下
水
道
係

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
込
用
紙
は
同
課
に
備
え
て
あ

り
ま
す
。

♦
申
込
期
限

　

１０
月
３１
日
㈭

♦
そ
の
他
注
意
事
項

◦�

生
活
排
水
処
理
を
目
的
と
し
た

事
業
の
た
め
、
事
業
所
関
連
の

排
水
処
理
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

◦�

宅
地
周
り
の
条
件
な
ど
で
設
置

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◦�

合
併
処
理
浄
化
槽
と
放
流
に
か

か
る
部
分
の
工
事
と
維
持
管
理

は
町
が
行
い
ま
す
。

◦�

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に
は

分
担
金
と
、
維
持
管
理
費
と
し

て
月
額
使
用
料
が
か
か
り
ま
す
。

金
額
は
上
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◦�

ト
イ
レ
な
ど
の
改
造
や
、
合
併

処
理
浄
化
槽
ま
で
の
配
管
類
の

工
事
や
維
持
管
理
は
個
人
負
担

と
な
り
ま
す
。

　

 

な
お
、
改
造
資
金
の
借
り
入
れ

に
対
す
る
利
子
を
町
が
負
担
す

る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

 

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

浄化槽の大きさ 分担金 月額使用料

５人槽 １６１，１００円 ３，５２０円

７人槽 １９３，５００円 ４，０７０円

１０人槽 ２２４，１００円 ５，７２０円

※分担金は、５年間2０回に分割して支払うことができます。

♦分担金と月額使用料（令和６年度適用）

合併処理浄化槽

設置・管理区分

問 

合
先　

役
場
上
下
水
道
課
下

水
道
係
（
内
線
３
８
３
）

 人と自然にやさしい！

 合併処理浄化槽を 合併処理浄化槽を
　　　　　　　 設置しませんか 　　　　　　　 設置しませんか 

令和７年度施工分
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環 境 通 信
動物愛護週間について動物愛護週間について

ペットは適切に飼いましょうペットは適切に飼いましょう
二重袋での排出はしないでください二重袋での排出はしないでください

安全運転を心がけましょう安全運転を心がけましょう

問合先
役場環境生活課環境生活係

（内線５６２）

同課地域安全係（内線５６５）

　町内で収集したプラスチックごみは、リサイクル

プラザに運ばれ、資源化のための処理をしますが、

資源物としての質を上げるために、最終的には手作

業で選別作業をしています。

　この時、二重袋（ごみ袋の中の別の袋）があると、

それを一つずつ破らなければならず、作業効率が非

常に悪くなります。

　また、プラスチックごみに危険物や分別されてい

ないごみ、食べ残しなどの混入が見られます。

　二重袋での排出や危険物などの混入は絶対にしな

いよう注意してください。

プラスチックごみの二重袋での

排出はしないでください
　動物の愛護及び管理に関する法律により、動物の

愛護と適正な飼養についての理解と関心を深める目

的から、９月2０日㈮～2６日㈭は動物愛護週間とな

っています。

　十勝総合振興局では、次のとおり行事を開催する

予定です。

◆動物愛護フェスティバル

▽と　き　８月３１日㈯～９月１日㈰

▽    ところ　とかちプラザ（帯広市西4条南１３丁目）

屋外南側出入口

▽  内　容　動物愛護に関するパネル展示、十勝獣医

師会活動紹介、保護猫チャリティーバザーほか

令和６年度動物愛護週間について

　９月2１日㈯～３０日㈪は、秋の全国交通安全運動

期間、９月３０日㈪は「交通事故死ゼロを目指す日」

です。

○高齢者の交通事故防止

　高齢運転者の交通事故が増えています。運転技術

を過信せず、慎重な運転を心がけましょう。

○デイ・ライトの促進

　昼間でも車のライトを付けて、存在を目立たせる

ことで事故防止に努めましょう。

○夜光反射材の着用

　歩行者や自転車は、夜光反射材を付けて自分の存

在が目立つようにしましょう。

○シートベルトの着用

　シートベルトとチャイルドシートは全席必ず着用

しましょう。

安全運転を心がけましょう

　ペットは私たちの心を癒してくれるパートナーで

すが、飼い主は社会や近隣に迷惑をかけないように

する責任があります。

　ペットのふんの後始末について、苦情が多く寄せ

られています。ふんの放置、ペットの放し飼いなど

の迷惑行為は音更町住みよい生活環境づくり条例に

よって禁止されています。

　また、ペットの尿についても、そのまま放置する

のではなく、ペットボトルに入れた水など（マナー

水）をかけるなどして、臭いやシミの防止に努めて

ください。

ペットは適切に飼いましょう

2024.9９


